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日 時  平成２９年７月２０日（木）１４時００分 

場 所  沖縄総合事務局 ２Ｆ 共用会議室Ｃ 

 

     

    出席者：  

     公 益 委 員   宮里委員、儀部委員、春田委員 

     労 働 者 委 員   大﨑委員、屋比久委員 

     使 用 者 委 員   大城委員、山内委員 

  

沖縄総合事務局  大城課長、宮城補佐、大村係長 

               

 

 

議事次第 

 

     ○開 会 

 

     ○議 事 

１．第１０４回船員部会の議事録承認について 

２．管内の雇用状況等について 

３．意見交換 

 

     ○閉 会 

 

     （配付資料） 

１．第１０４回船員部会の議事録（案） 

２．船員職業紹介実績等一覧表（平成２９年６月分） 
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宮里部会長  

 定刻でございますので、第１０５回船員部会をはじめさせていた

だきます。 

 本日の委員の出席状況と配付資料の確認を事務局よりお願いしま

す。 

事務局（大村係長）   

 本日の出席状況ですが、公益委員３名、労働者委員２名、使用者

委員２名が出席されており、船員部会運営規則第９条の規定により

定足数を満たし、有効に成立していることをご報告いたします。 

事務局（大村係長）    

それでは配付資料の確認をさせていただきます。 

 

 （配付資料の確認） 

宮里部会長    

それでは、初めに第１０４回船員部会の議事録の承認について、

お諮りします。 

お手元に配付されています議事録をご確認ください。 

議案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

各委員 

（「はい」） 

宮里部会長   

では異議なしということで、承認されたものといたします。 

 続きまして、議事２の「管内の雇用状況等」につきまして、事務

局にご説明をお願いします。質問は、最後に受け付けたいと思いま

す。 

事務局（宮城補佐）   

平成２９年６月分の管内雇用状況等の概要についてご報告いたし

ます。 

  

●求人状況について 

新規求人数は１０件でした。前月に比べ２件減少、また、前年

同月に比べ４件増加となっております。 

月間有効求人数は２０件でした。前月に比べ８件増加、また前

年同月に比べ３件減少となっております。 

月間有効求人数２０件の内訳は、商船等１９件、漁船１件とな

っております。 

月末未済求人数は１０件でした。 

 

●求職状況について 

  新規求職数は７名でした。前月に比べ１名増加、また、前年同

月に比べ１名増加となっております。 
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新規求職数７名の内訳は、商船等６名、漁船１名となっており

ます。 

月間有効求職数は１６名でした。前月に比べ２名増加、また、前

年同月に比べ増減なしとなっております。 

月間有効求職数１６名の内訳は、商船等１４名、漁船２名となっ

ております。 

月末未済求職数は１２名でした。 

 

●成立状況について  

６月は１件でした。 

 

●求人倍率について 

６月の月間有効求人倍率は、１．２５倍でした。前月に比べ０．

３９ポイント増加、また、前年同月に比べ０．１９ポイント減少

となっております。 

 

●新規求職者の退職理由又は求職理由別内訳について 

６月の新規求職者７名のうち離職者６名の退職理由は、船舶所

有者都合等３名、自己都合３名となっております。船舶所有者都

合等３名のうち、１名は期間満了となっております。 

離職以外の方１名の求職理由は、就業中に転職を希望する者１

名となっております。 

新規求職者が所属していた会社所在地は、管内が６名、管外が

１名となっております。 

 

●失業等給付支給内訳について 

基本手当受給者実人員は２名、支給延べ件数は２件で、基本手  

当支給金額は１４２，５２６円でした。 

その他、再就職手当の支給が１件あり、再就職手当給付額は、１

９４，９４７円でした。 

総支給額は３３７，４７３円でした。 

   以上、管内雇用等状況の概要の説明を終わります。 

宮里部会長   

はい、ありがとうございました。では、ただいまの説明につい

て、何かご質問ございますでしょうか。 

大﨑委員   

３ページの成立状況について６月は１名とありますが、沖縄県内

の会社に就職された方ですか。 

事務局（大村係長）   

県外で、愛媛の会社です。 

大﨑委員   

年齢はおいくつですか。 
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事務局（大村係長）   

６２歳です。 

大﨑委員   

あと、４ページ下段の求職者の内訳で２０歳未満の方が１名お

られますが、おいくつですか。また、船種は何を希望されていま

すか。 

事務局（大村係長） 

１９歳で、旅客船を希望しています。 

宮里部会長   

   ありがとうございました。 

   私からですが、失業手当の給付で６月は２名で１４２，５２６

円ということでしょうか。 

事務局（大村係長）   

ひとりは基本手当を満額もらっていますが、もうひとりの方は

本来の認定日前に就職が決まりましたので、基本手当については

１日分のみの支給となります。また、要件を満たしていましたの

で再就職手当も支給しています。 

春田委員   

早めに就職が決まって、むしろ給付は再就職手当が主となって

いるということですね。 

宮里部会長   

わかりました。ありがとうございました。 

他にございませんでしょうか。 

特にないようですので、議事３の「意見交換」に移りたいと思

います。何かご意見等ございますか。 

大﨑委員   

船員地方労働委員会がなくなり、陸上の労働委員会と同じ位置

づけでやっていますが、現在の労働委員会の労働問題の中で、海

上の案件というのはどの程度出ているのか教えていただきたいと

思います。 

宮里部会長   

個別的な話ではなく、全体的な話ですか。 

大﨑委員 

 全体的な話です。船地労がなくなってからどのくらい出ている

のかということです。 

事務局（大城課長）   

確認して、次回可能であれば報告させていただきます。 
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春田委員   

一般的にいうと労働事件自体が地労委に１年間で１件とか０件

のところが多くて、東京とか大阪では数はありますが、それもい

わゆる自営業者化されたコンビニエンスストアのようなところで

の駆け込み的な訴えです。労働事件自体、労働委員会に係る件数

が少なくなっている中で、船員というのはさらに少ないのか、そ

もそもないのかという話だと思います。 

大﨑委員 

それだから、船地労が吸収というか陸上と一緒になったという

話ですからね。 

春田委員 

それだけ、労働組合が頑張られているからではないでしょうか。 

大﨑委員 

そう理解していただけるとありがたいです。 

宮里部部長 

他にありますでしょうか。 

事務局（宮城補佐） 

前回、質問がありましたのでお答えさせていただきます。 

船員の定年と高年齢者雇用の安定等についてですが、船員には

法令に定めがありませんので、定年制を導入する場合は労働協約

に定めがある場合を除き、会社が満年齢を決定する必要がありま

す。定年を退職の理由とする場合には、就業規則に定年制を規定

する必要があります。 

高年齢者の雇用の安定等に関する法律第７条で、この法律は船

員職業安定法第６条第１項に規定する船員には適用しないという

ことになっています。 

以上です。 

春田委員 

就業規則で定年がない会社が実際にありますか。 

事務局（宮城補佐） 

定年を規定してない会社はあります。 

大﨑委員 

組合と関係がない、労働協約がない、就業規則がないという会

社もあると思います。 

そういうところでは、定年だから退職という会社の権利もない

し、雇用期間も定めてないような感じがします。 

山内委員 

漁協でも就労規則は、一応持ってはいます。定年の規定はあり
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ません。自分からやめると言わない限り働けます。 

春田委員 

定年で揉めたりすることはないですか。 

山内委員 

今のところ、そういうことはありません。陸上の賃金よりは若

干高いので、賃金トラブルもあまり聞くことはありません。 

別の話題になりますが、６級機関士の資格についてです。最近

規制緩和されましたが、船員手帳で乗船履歴を証明することが現

実問題として難しい。船長、機関長しか乗ってない中で、船長が

機関員としての履歴をつくれないため、受験できない状況になっ

ています。 

事務局（宮城補佐） 

漁船を前提にしている制度ではなく、長い間、部員としてキャ

リアを積んでいる方を士官にしようという考え方が基本になって

います。数年前に航海士で始まり、昨年度からは機関士も対象に

なっています。 

山内委員 

漁船の現状に沿った要件の見直しは少し必要ではないかと感じ

ております。 

以前は沖縄で受講者が１０名以上集まれば、補助金を活用して

安価で講習会開いて、本人負担が１０万円程度でした。ところが

最近はなかなか集まらないので、資格を取るためには広島の尾道

まで行かないといけません。そうなると本人負担が４０～５０万

円程度になります。 

この点も含めて考えていただければと思います。 

大﨑委員 

尾道で同じ免状を本土の人が取るのと、沖縄の人が取るのでは

費用負担が余りにも違い過ぎます。 

その点では、補助的なことは必要かもしれませんが、安全、安

心を疎かにする規制緩和をして資格取得しやすい環境にすること

はあってはなりません。 

宮里部会長   

他にないようでしたら、事務局から連絡がありますのでお願い

いたします。 

事務局（大村係長）   

来月の船員部会は、８月１７日木曜日の１４時から５階海技試

験室で開催します。 

 開催通知につきましては準備が整い次第お送りしますので、出席

できない場合は大村のほうまでご連絡お願いします。 

  また今回の議事録は作成次第メールで照会させていただきます
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ので、ご確認よろしくお願いします。 

  以上です。 

宮里部会長   

それでは、本日の部会はこれで終了したいと思います。 


